
令和 ７年 ８月２８日 

 

 

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 

川崎北支部・川崎南支部・鶴見支部・ 

横須賀支部・横浜北支部 共催 

 【再送：空席有り】 

『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』について 

本講習は、労働安全衛生法第１４条、同施行令第６条第１８号に掲げる特定化学物質を製造し又は取扱う 

作業（試験研究のため取扱う作業を除く）の特定化学物質等作業主任者選任予定者及び  

令第６条第２０号に掲げる四アルキル鉛等業務に係る作業の四アルキル鉛等業主任者選任   

予定者を対象にした講習です。令和３年４月１日から「溶接ヒューム」が特定化学物質  

（管理第２類物質）に適用されました。今回の改正でアーク溶接等作業を現場で指揮する  

方は、『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を修了した方を作業主任者   

として選任する必要があります。（※令和４年４月１日から）  

講習修了後、試験合格者には「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了証」  

を交付いたします。 

 

記 

１．日  程  １日目 令和 ７年１０月 ６日(月) ９：２５～１６：４０ 

                        (受付開始 ９：１０) 
２日目 令和 ７年１０月 ７日(火) ９：３０～１７：４５ 

(受付開始 ９：１０) 

 

２．会  場  川崎市総合福祉センター エポックなかはら (川崎市幸中原区上小田中 6-22-5) 

３．講  師  協会専任講師 

４．定  員  ５０名 

５．受 講 料  会 員 １２,９５０円（テキスト代・消費税含む）ＮＥＴ割引はありません 

非会員 １３,４５０円（テキスト代・消費税含む） 

６．講習科目・時間   

・特定化学物質等による健康障害及びその予防措置に関する知識【４Ｈ】 

・作業環境の改善方法に関する知識【４Ｈ】 

・保護具に関する知識【２Ｈ】 

・関係法令【２Ｈ】 

・学科試験【１Ｈ】 

 

７．申込方法 

申し込みは、支部ＨＰからＮＥＴ申し込み、または申込書に必要事項を記入の上、『ＦＡＸ』もしくは   

『Ｅメール』にてご配信いただき、その後、受講料を銀行振込または現金書留でお支払い下さい。定員になり 

次第締めきらせていただきます。予約状況を確認される場合は、川崎南支部（TEL：044-221-9082）まで電話下

さい。送金は、原則研修開催日の７日前：９月２９日(月)までにお願いします。 

遅れる場合は、事務局までご連絡お願いいたします。 

ＮＥＴ申し込みは、 

https://www.roaneikyo.or.jp/shibu/reserve/schedule.php?sibu=2 

 

受講票は、『Ｅメール』または『ＦＡＸ』にて送付いたします。受講日当日必ず持参し、受付に提示願います。         

 

 

 

神奈川労働局長登録機関 登録番号 236 

（有効期間：令和 6 年 3 月 31 日～令和 11 年 3 月 30 日） 



 

＜銀行振込先＞ 横浜銀行 川崎支店 普通口座 １８７１３５８ 

    公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 川崎南支部 

    ※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

    受講料の領収証は、発行致しません。銀行で振込みされた際のご利用明細を使用下さい。 

  ＜現金書留郵送宛先＞ 

    公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 川崎南支部 事務局 宛 

   〒210-0002 川崎市川崎区榎町５－１３ 小林ビル１０１ 

  ＴＥＬ ０４４－２２１－９０８２   ＦＡＸ ０４４－２２１－９０８３ 

     領収証を送付いたしますので､１１０円切手貼付の返信用封筒を同封下さい。 

 

 ８．本人確認 この特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受講される方は講習会２日目に  

下記①～⑧のいずれかの本人確認証明書をご持参ください。修了試験時に確認させて頂きます。 

①国の法律に定められた免許証(自動車運転免許証、衛生管理者免許証等) 
②住民基本台帳(住基カード)、マイナンバーカード、住民票、戸籍抄本(謄本) 
③健康保険被保険者証(健康保険証)  ④パスポート(旅券)  ⑤学生証、卒業証明書 
⑥外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書 
⑦Ｈ２８年２月１日以降に交付された当協会発行技能講習修了証  
⑧       〃        再交付技能講習修了証 

 

 ９． 携 行 品  ２日目の試験時用に鉛筆(Ｂ、２Ｂ)及び消しゴムを必ずご持参ください。 

 

 10． そ の 他     （１）期限内に送金されない場合は､キャンセルとなる場合があります。 

（２）申込書は、判読出来ないことがありますので、楷書で丁寧にご記入願います。 

        （３）受講票をＥメール送信いたしますので、メールアドレスをお持ちの方は、必ず 

お書きください。  

（４）会場建物内及び建物敷地内は、全面禁煙です。 

  （５）会場には、公共交通機関をご利用ください。 

（６）講習会の欠席及びキャンセルの連絡は、支部稼働日４日前（９／３０（火））１５時までに 

  ご連絡ください。それを過ぎてからの欠席及びキャンセルは、受講料の返金はいたしません 

ので、ご注意ください。 

（７）危険防止のため、サンダル等での受講はご遠慮お願いいたします。 

 

    なお、会場建物内の空調・換気のため寒くなることもありますので、体温調節ができるような準備を   

お願いいたします。ご理解・ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０月分  

開催日 ２０２５年１０月 ６日・ ７日 

神奈川労働局長登録 登録番号 236 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習申込書 

※印は記入しないこと 

現住所の〒郵便番号は必ず記入してください 

※受講№ フリガナ 

氏 名 

 

 

生 年 月 日 テキスト 

要〇 否× 西暦    年  月  日 

現住所 

 

〒 

※受講№ フリガナ 

氏 名 

 生 年 月 日 テキスト 

要〇 否× 西暦    年  月  日 

現住所 

 

〒 

※受講№ フリガナ 

氏 名 

 生 年 月 日 テキスト 

要〇 否× 西暦    年  月  日 

現住所 

 

〒 

※受講№ フリガナ 

氏 名 

 生 年 月 日 テキスト 

要〇 否× 西暦    年  月  日 

現住所 

 

〒 

 

ご注意；「本人確認」が可能な証明書等（詳細下記参照）を提示して頂きます。 

本人確認可能な証明書等とは次のものとなります。①国の法律に定められた免許証（自動車運転免許証、衛生管理者免許証

等）②住民基本台帳（住基カード）・マイナンバーカード・住民票・戸籍抄本（謄本）③健康保険被保険者証（健康保険証）

④パスポート（旅券）⑤学生証・卒業証明書⑥外国人登録証明書、在留カード、特別永住者証明書⑦平成 28 年 2月 1日以降

に交付された当協会発行技能講習修了証⑧ 同 再交付技能講習修了証。 

 

（申込日） ２０２５年    月    日 

                          事業場名                      

                          所在地 〒                     

                                                    

                          担当者所属・氏名                  

                          TEL           ／FAX           

メールアドレス                   

ご記入いただいた個人情報については、当協会が責任を持って管理し、本講習の的確な実施のためにのみ 

利用させていただきます。 

 

請求書が必要な場合、○で囲ってください。 →（必要） 

請求書のＰＤＦをメールに添付してお送りします。 

 

会員番号       

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会川崎支部 殿 

TEL：０４４－２２１－９０８２ FAX：０４４－２２１－９０８３ 

E メール：kawaminami1@roaneikyo.or.jp 

受講料振込予定日：２０２５年   月   日 


